
（参考書式１－１）
（宛先）伊勢崎市長

1.売上高又は粗利益

※売上高減少率が20％以上の場合は売上原価、粗利益欄への記入は不要です。
※ 製造原価・運送原価・工事原価に含まれるもの以外は、 売上原価に人件費は含みません。

％

％

2.この書類のほかに支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類がない理由

上記のとおり、相違ないことを証明いたします。

　　　　　年　　月　　日

☆売上高減少率　（①－②）÷　①　×　100　＝
売上高減少率また
は粗利益減少率が

20％以上である
ことが必要です。

申請者氏名
（法人は法人名）

所在地
（法人は本店所在地、
個人事業主は住所地）

代表者名
（法人の場合のみ）

☆粗利益減少率　（③－④）÷　③　×　100　＝

令和3年11月～令
和4年10月のいず

れかの月
　年　　月

千円

千円 千円 千円

③

④

①

②

原油価格・物価高騰対策事業者支援金にかかる
支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類

平成30年11月以
降の下記と比較

する同月
　 年　　月

対象月 売上高 売上(製造・運送・工事）原価 粗利益
（単位：千円）

　本様式は、この書類のほかに支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類がない場合に提出し
ていただくものです。売上台帳や帳簿等、売上高又は粗利益を証明できる書類がある場合には売上台帳
や帳簿等を提出してください。

千円 千円



（参考書式１－２）
（宛先）伊勢崎市長

1.売上高又は粗利益

千円 千円 千円
千円 千円 千円
千円 千円 千円

※売上高減少率が20％以上の場合は売上原価、粗利益欄への記入は不要です。
※ 製造原価・運送原価・工事原価に含まれるもの以外は、 売上原価に人件費は含みません。

％

％

2.この書類のほかに支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類がない理由

上記のとおり、相違ないことを証明いたします。

　　　　　年　　月　　日

原油価格・物価高騰対策事業者支援金にかかる
支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類（新規開業者用）

対象月 売上高 売上（製造・運送・工事）原価 粗利益
（単位：千円）

　本様式は、この書類のほかに支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類がない場合に提出し
ていただくものです。売上台帳や帳簿等、売上高又は粗利益を証明できる書類がある場合には売上台帳
や帳簿等を提出してください。

売上高減少率また
は粗利益減少率が

20％以上である
ことが必要です。

申請者氏名
（法人は法人名）

所在地
（法人は本店所在地、
個人事業主は住所地）

☆売上高減少率　（②－①）÷　②　×　100　＝

代表者名
（法人の場合のみ）

☆粗利益減少率　（④－③）÷　④　×　100　＝

①

上記任意の月の直
近3箇月

上記3か月の平均

年　　月
年　　月

千円

年　　月

令和3年11月～令
和4年10月までの

任意の月
年　　月

②
千円

千円千円
③

千円
④

千円
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